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九
州
大
学
教
授

法
学
博
士

林

田

和

博

先

生

先
生
は
明
治
三
八
年
八
月

二

一日
大
牟
田
市
に
生
を
享
け
ら
れ
た
o
本
籍
地
は
熊
本
県
｡
九
州
の
名
族
菊
池
氏
の
南
と
伝
え
ら
れ
る
｡

福
岡
県
立
三
池
中
学
校
か
ら
第
五
高
等
学
校
を
経
て
大
正

一
五
年
創
立
早
々
の
九
州
帝
国
大
学
法
文
学
部
法
科
に
入
学
さ
れ
た
先
生
は
'

高
校
柔
道
部
以
来
の
宿
癖
と
闘
い
つ
つ
昭
和
五
年
業
を
卒
え
ら
れ
た
｡
爾
来
三
十
有
六
年
'
先
生
の
歩
み
は
終
始

1
貫
母
枚
九
大
と
共
に

あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
卒
業
後
直
ち
に
助
手
'
昭
和
七
年
助
教
授
､
昭
和
二

一
年
教
撹

(憲
法
講
座
及
び
行
政
法
講
座
担
任
)
､
新
制
大
学

院
発
足
後
は
法
学
研
究
科
指
導
教
官
を
も
兼
ね
て
'
今
日
に
至

っ
て
お
ら
れ
る
｡
こ
の
間
先
生
の
薫
陶
を
受
け
た
学
生
は
万
を
も

っ
て
算

え
る
｡
先
生
は
ま
た
'
法
文
学
部
法
科
幹
事
､
九
州
大
学
評
議
員
'
法
学
部
長
な
ど
を
歴
任
'
学
内
行
政
に
も
力
を
尽
く
さ
れ
た
｡

先
生
の
学
風
は
重
厚
を
も

っ
て
聞
こ
え
る
｡
決
し
て
多
作
で
な
い
が
'

一
度
び
書
か
れ
た
も
の
は
い
ず
れ
も
珠
玉

の
輝
き
を
放

っ
て
い

る
｡
憲
法
裁
判
所
論
'
国
庫
諭
な
ど
の
数
々
の
業
績
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
｡
殊
に
昭
和
三
三
年
上
梓
さ
れ
た

『選
挙
法
』
は
'
戦
後
に
お

け
る
こ
の
分
野
の
理
論
的
ス
タ
ン
ダ
ー
-

･
ワ
ー
ク
と
し
て
声
価
が
高
い
｡
先
生
は
さ
ら
に
'
日
本
公
法
学
会
の
設
立
に
も
参
画
さ
れ
'

引
き
続
き
同
理
事
と
し
て
学
界
に
貢
献
し
て
お
ら
れ
る
｡
先
生
の
活
動
は
象
牙
の
塔
に
局
限
さ
れ
て
は
い
な
い
｡
昭
和
二
五
年
以
降
司
法

試
験
考
査
委
員
で
あ
り
'
ま
た
昭
和
二

一
年
か
ら
十
八
年
の
永
き
に
わ
た
り
地
元
福
岡
県
の
選
管
委
員
長
の
職
に
あ

っ
て
民
主
政
治
の
実

現
に
そ
の
学
殖
と
精
力
を
惜
し
み
な
-
傾
注
さ
れ
た
｡
特
に
後
者
の
功
積
は
'

昭
和
四

〇
年
秋
'

藍
綬
褒
章
を
も

っ
て
顕
彰
さ
れ
て
い

る
｡
な
お
現
に
先
生
は
'
昭
和
三
六
年
第

一
次
内
閣
選
挙
制
度
審
議
会
以
来
そ
の
有
力
な
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍
中
で
あ
る
｡

ま
た
､
先

生
が
'
新
憲
法
の
普
及
に
尽
庫
さ
れ
'
民
主

･
平
和
憲
法
の
擁
護
に
学
問
的
良
心
を
賭
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
､
知
る
人
ぞ
知
る
｡

大
正
の
末
年
こ
こ
西
南
の
地
に
と
も
さ
れ
た
学
灯
は
'
風
雪
の
中
を
幾
多
先
輩
と
共
に
先
生
に
よ
っ
て
守
り
つ
づ
け
ら
れ
て
き
た
｡
そ

れ
を
受
け
継
ぐ
の
は
､
実
に
わ
れ
わ
れ
後
に
続
-
者
の
責
務
で
あ
る
｡
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博

教
授
著

書

及
び
論

文
日

露

著

書憲
法
と
選
挙

地
方
行
政
委
員
会
制
度
論

(自
治
論
叢

Ⅴ
共
著
)

法
学
概
論

(国
家
原
論
を
除
-
憲
法
及
び
行
政
法
の
部
執
筆
)

選
挙
法

(法
律
学
全
集
第
五
巻
)

直
接
請
求
制
度
論

(自
治
論
叢
Ⅸ
共
著
)

司
法
権
の
範
囲

(憲
法
講
座
第
四
巻
)

論

文独
乙
共
和
国

･
国
事
裁
判
所
論
H

(法
政
研
究
三
巻

言
号
)

同

日

(同

四
巻

一
号
)

独
乙
国
議
会
選
挙
審
査
裁
判
所
論

(美
濃
部
博
士
還
暦
記
念

･
公
法
学
の
諸
問
題
)

ラ
イ
ヒ
ス
･
カ
ン
メ
ル
ダ
リ
ヒ
-
請

(法
政
研
究
五
巻
二
号
)

行
政
法
の
類
型

(
九
州
帝
国
大
学
法
文
学
部
十
周
年
記
念

･
法
学
論
文
集
)

国
庫
論

(法
政
研
究
九
巻

言
号
)

米
国
併
邦
憲
法
に
お
け
る
三
権
分
立
制
度
論

(法
政
研
究

一
〇
巻

一
号

)

命
令
論

(九
州
専
門
学
校
記
念
論
文
集
)

昭
二
九
年

昭
三

一
年

昭
三
二
年

昭
三
三
年

昭
三
四
年

昭
三
九
年

同 同 同 同 有 自

斐 治

閣 庁

昭

七
年

昭

八
年

昭

九
年

昭

1
0
年

昭

二

1年

昭

1
三
年

昭

一
四
年

昭

一
五
年

清 同 同 同 同 同 同 有

水

斐
巨∃l≡ヨ

閣店



裁
判
官
の
法
律
審
査
極
論
r

(法
政
研
究

〓

一巻
二
号
)

同

日
(同
1
三
巻
三
号
)

憲
法
裁
判
所
論

(同

一
七
巻
合
併
号
)

ボ
ン
憲
法
に
つ
い
て

(国
家
学
会
雑
誌
六
四
巻
四
号
)

意
法
改
正
手
続
に
関
す
る
若
干
の
考
察

(法
政
研
究

一
九
巻

一
号
)

地
方
自
治
に
関
す
る

一
省
票

(都
市
問
題
研
究

一
八
集
)

憲
法
保
障
制
度
論

(法
政
研
究
二
〇
巻

二
～
四
合
併
号
)

裁
判
所
の
法
律
審
査
権

(法
政
研
究
二
二
巻

二
～
四
合
併
号
)

憲
法
裁
判
所
論

(公
法
研
究

一
二
号
)

選
挙
管
理
委
員
中
央
会
議
第
二
分
科
会

(選
挙
制
度
)
の
あ
と
を
顧
み
て

(選
挙
'
九
巻

一
言
号
)

昭

1
七
年

昭

一
九
年

昭
二
五
年

昭
二
五
年

昭
二
六
年

昭
二
六
年

昭
二
八
年

昭
三

〇
年

昭
三
〇
年

同 同 同 同 同 同 同 固 有

餐

閣

昭
三

一
年

同

T

h

e

G
u
a
ra
n
te
e
S
y
s
te
m
o
f

the
C

o

n
s
titu
tio
n
(T
h
e
Ja
p
a
n
A
n
n
ua
)

o
f
L
aw

a
n
d
P
o
titics
.
N
o
.4)

･････････S
c
ie
n
c
e
C
o
u
n
c
it
o
f
Jap
a
n
1
9
5
6

行
政
権

(内
閣
)

(法
学
セ
ミ
ナ
ー
十

言
号
)

昭
三
二
年

日

本

評

論

新

社

地
方
行
政
と
国
の
関
与

(法
学
セ
-
チ
-
十

言
号
)

昭
三
三
年

同

選
挙
関
係
争
訟
諭

(九
州
大
学
法
学
部
創
立
三
十
周
年
記
念
論
文
集

｡
法
と
政
治
の
研
究
)
昭
三
三
年

有

斐

閣

投
票
立
会
人
の
代
理
投
票
補
助
と
選
挙
の
効
力
等

(
民
商
法
雑
誌
三
七
巻
五
号
)

選
挙
法
の
問
題
点

(
汐
エ
リ
ス
-

1
七
三
号
)

昭
三
三
年

同

昭
三
四
年

有

斐

閣



行
政
委
員
会
論
-
選
挙
管
理
委
員
会
の
諸
問
題
点

(法
政
研
究
二
五
拳

T
g
i合
併
号
)

選
挙
制
皮
に
つ
い
て

(自
治
春
秋
九
月
号
)

内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
権
限
争
議
裁
定
の
効
力

(憲
法
演
習
)

暴
君
と
抵
抗
権

(法
律
時
報

三
二
巻
第

言
号
)

砂
川
判
決
に
つ
い
て

(
,,h
ユ
-
ス
-
砂
川
判
決
特
集
)

ド
イ
ツ
型
議
院
内
閣
制
度
論
.
(法
政
研
究
二
七
巻
二
～
四
合
併
号
)

公
職
選
挙
法
二
五
二
条
と
憲
法

一
四
条

(続

･
判
例
百
選
)

憲
法
と
条
約

(法
学
セ
-
チ
-
六
三
号
)

選
挙
立
会
人
の
無
点
検
決
定
の
選
挙
と
効
力

(
民
商
法
雑
誌
四
〇
巻
二
号
)

憲
法
裁
判
の
概
念

(
･h
ユ
-
ス
-

･
法
学
教
室

･
第
五
号
)

｢選
挙
運
動
､
選
挙
管
理
等
に
関
す
る
事
項
｣
に
於
け
る
若
干
の
問
題

(自
治
研
究
三
八
巻
第
二
号
)

条
約
と
裁
判
権

(
I,h
エ
リ
ス
-
行
政
判
例
百
遜
)

候
補
者
氏
名
の
誤
記
と
認
め
ら
れ
た
投
票
の
例
等

(民
商
法
雑
誌
四

一
巻
二
号
)

選
挙
運
動
の
自
由
の
制
限

(
,Jh
ユ
-
ス
-
憲
法
判
例
百
選
)

憲
法
訴
願
序
説

(法
政
研
究
二
九
巻

一
～
三
合
併
号
)

錯
誤
に
も
と
ず
-
意
思
表
示
の
撤
回

(行
政
法
演
習

工
)

公
選
法
別
表
第
二
と
憲
法

1
四
条

1
項

(民
商
法
雑
誌
五

一
巻
五
号
)

昭
三
四
年

昭
三
四
年

昭
三
四
年

昭
三
五
年

昭
三
五
年

昭
三
五
年

昭
三
五
年

昭
三
六
年

昭
三
六
年

唱
三
七
年

有

斐

閣

第

1

法

規

社

有

斐

閣

日

本

評

論

新

杜

有

斐

閣

同同日

本

評

論

新

社

有

斐

閣

同

昭
三
七
年

昭
三
七
年

昭
三
七
年

昭
三
八
年

昭
三
八
年

昭
三
八
年

昭
四
〇
年

良

書

普

及

会

有同同同同同

斐

閣
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1
そ
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概
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と
今
日
の
意
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の
変
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(
ゲ
ル
ハ
ル
-

｡
ラ
イ
ブ
ホ
ル
ツ
)

(邦
訳
)

(法
政
研
究

三
二
巻

言
号
)

基
本
的
人
権
保
障
の
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型
-
そ
の

T
勘

(
芋
賀
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順
二
博
士
還
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昭
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〇
年
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昭
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一
年

一

斐
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鑑

定

書

そ

の

他

北
九
州
五
市
合
併
調
査
促
進
に
関
す
る

(
地
方
行
政
専
門
委
員
)
意
見
書

昭
二
五
年

福

公
衆
浴
場
法
第
二
条
第
二
項
後
段
の
規
定
並
び
に
昭
和
二
五
年
福
岡
県
条
例
第
五
四
号
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例

第
三
条
の
合
憲
性
に
関
す
る
鑑
定
書

(最
高
裁
(
大
)
三

〇
｡
一
･
二
六
判
)
昭
二
八
年

リ
コ
-･ル

福
岡
県
知
事
解
職
請
求
に
関
す
る
訴
願
の

(福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
長
)
裁
決
書

日
本
国
憲
法
の
改
正
問
題
に
関
す
る
公
述
意
見
書

(
昭
和
三
四
年

一
月

l
〇
日
憲
法
調
査
会
第
五
回
公
聴
会
記
録
)

公
職
選
挙
法
の
改
正
に
関
す
る
公
述
意
見
書

(
腰
和
三
五
年
二
月
二
十
四
日
憲
法
調
査
会
琴

要

員
会
第
三
回
会
議
議
事
録
)

西
独
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
関
す
る
公
述
意
見
書

(
昭
和
三
五
年
十
二
月
二

一
日
憲
法
調
査
会
第

一
委
員
会
第
五
回
会
議
議
事
録
)

福
岡
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
行
政
部
会

(部
会
長
)
答
申
書

北
九
州
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
行
政
部
会

(
部
会
長
)
答
申
書

昭
三
三
年

昭
三
四
年

昭
三
五
年

昭
三
五
年

昭
三
六
年

間
三
九
年

同

県

同

地

裁

同

県

憲

法

調

査

会

憲

法

調

査

会

北 福 :塞

法

査

市 市 会


	KJ00000724036
	KJ00000724037
	KJ00000724038
	KJ00000724039
	KJ00000724040

